
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社グループは、グループの企業価値を最大限に高めることを基本方針とし、コンプライアンス(法令のみならず社会的規範も遵守)の実践を含 
む内部統制機能の充実、経営の透明性の確保と公正な情報開示、レスポンシブル・ケア活動(環境、安全、健康等に関する自主的管理活動)への 
取り組みを通じて、これを実現させていきたいと考えております。 
 具体的には、コンプライアンス体制として「クレハ・グループ倫理憲章」及び「コンプライアンス規程」の制定と役員・従業員への浸透、取締役会及 
び経営会議における経営上の意思決定及び業務執行状況の確認、社長直轄の内部監査部による適正かつ効率的な業務執行状況の評価・検証 
及び指摘・提言、監査役及び会計監査人による実効性のある監査、環境保全・保安防災・労働安全・製品の安全と品質保証などの質の向上を目 
指したレスポンシブル・ケア活動を行っております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE KUREHA CORPORATION 

最終更新日：2011年4月26日

株式会社 クレハ
代表取締役社長 岩崎 隆夫

問合せ先：広報・ＩＲ部長 数井 明生 TEL : 03-3249-4651

証券コード：4023

http://www.kureha.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

明治安田生命保険相互会社 13,746,000 7.57

東京海上日動火災保険株式会社 12,991,200 7.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11,625,000 6.40

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,215,000 5.62

オーエム０４エスエスビークライアントオムニバス（オーストラリア） 6,047,600 3.33

第一三共株式会社 5,830,000 3.21

ジュニパー（サウジアラビア） 4,170,000 2.30

株式会社みずほコーポレート銀行 4,000,000 2.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,372,000 1.86

株式会社損害保険ジャパン 3,359,000 1.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

ありません。  



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2)

 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
斉藤 邦彦 その他        ○ ○

高橋 武 他の会社の出身者    ○    ○ ○

a 親会社出身である

b 他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

斉藤 邦彦 ○

元外務事務次官 
元駐米国特命全権大使 
元国際協力事業団（ＪＩＣＡ）総裁 
元民間外交推進協会（ＦＥＣ）理事長 
（学）北鎌倉女子学園理事長 
（財）ジェスク音楽文化振興会理事長 
独立役員

外交官としての高い見識と幅広い経験を生かし 
て国際的な視点から当社の経営を監督してい 
ただくため。 
また、東京証券取引所が定める要件を満たし 
た独立役員として指定しております。

高橋 武  

元株式会社富士銀行常務取締役 
元株式会社整理回収機構取締役副社長 
元芙蓉オートリース株式会社取締役社長 
株式会社デイ・シイ社外監査役（非常勤）

経営者としての高い見識と豊富な経験を生かし 
て企業経営全般の視点から当社の経営を監督 
していただくため。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

・相互の監査計画を交換し、監査の重点項目の確認・調整を実施しております。 
・監査役と会計監査人は、定期的に会合（原則月１回）を持ち、監査状況の確認を行うとともに、監査上の必要事項に関する諸問題について、意見 
交換を行っております。 
・監査役は、会計監査人の会計監査、棚卸資産の実地棚卸、グループ会社往査に立ち会い、監査結果の報告を受けております。 
・監査役は、内部監査の年次計画に基づく業務監査実施状況について適宜報告を受けております。 
・「財務報告に係る内部統制」の監査の進捗状況について、定期的（原則月１回）に報告を受けるともに、意見交換を行っております。 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2)

 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

2007年2月13日の取締役会において、役員報酬制度の改定について決議しました。すなわち、経営の成果責任を明確にし、公正で透明性の高い 
役員報酬制度とすべく、業績と連動した賞与制度を導入するとともに、ストックオプションとしての新株予約権を付与する方式に改めることとしまし 
た。これらの施策は、2007年6月27日開催の第94回定時株主総会で承認可決されました。  

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
平野 恭昌 他の会社の出身者         ○

木村 和俊 弁護士        ○ ○

a 親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

平野 恭昌  
安田生命保険相互会社（現 明治安田生 
命保険相互会社）の国際部門、検査部長 
などを経て、当社監査役に就任。 

監査業務に精通しており、その経験や知識に 
基づいて、適切な監査が期待できるため。

木村 和俊 ○
弁護士（東京弁護士会登録） 
独立役員

弁護士としての幅広い見識と客観的、専門的 
視点に基づいて、適切な監査が期待できるた 
め。 
また、東京証券取引所が定める要件を満たし 
た独立役員として指定しております。

独立役員の人数 2 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入



該当項目に関する補足説明 

   

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、開示しておりません。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役13名に支払った報酬 374百万円 （うち社外取締役2名 20百万円）、但し第96回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名への支 
給額を含む。 
監査役4名に支払った報酬 84百万円 （うち社外監査役2名 33百万円）  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

社外取締役及び非常勤の社外監査役に対しては、取締役会議案資料を事前に配布し、必要に応じて執行部門から説明を行い、その活動を補佐 
しております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

（１）現在の体制 
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および当社グループの経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、経営における監督責任 
と執行責任を明確にしております。取締役会は、取締役の員数を10名以内（社外取締役2名含む）とし、代表取締役社長が議長を務め、原則月1 
回開催し、重要な業務執行の決定と監督を行っております。経営会議は代表取締役社長が議長を務め、代表取締役社長が指名する執行役員を 
構成メンバーとして原則月2回開催し、経営全般にわたる中長期経営戦略および基本方針等について審議し、また権限基準規程に定めた事項に 
ついて決議し、業務執行を行っております。 
・具体的な業務執行については組織規程、権限基準規程において、分掌業務及びその業務別・責任者別の権限について詳細を定め、効率的な 
運営を図っております。 
・当社は、監査役が取締役会の決議事項および報告事項の審議過程の把握ができる体制をとっております。また、経営会議および連結経営会議 
へも監査役の代表が出席し、議題・案件の審議状況の把握ができる体制をとっております。 
・代表取締役社長と監査役会は、連結経営の運営、コーポレート・ガバナンス、経営状況、会社が対処すべき課題等の会社経営について、定期的 
に意見交換を行っております。 
・社外取締役と監査役会は、コーポレート・ガバナンス、経営状況、会社が対処すべき課題等の会社運営について、定期的に意見交換を行ってお 
ります。 
・取締役候補選任の基準は、当社の企業価値の増大に貢献できる人材という観点から、本人の資質、経験を考慮し、業務機能のバランスを勘案 
の上、総合的に決定しております。 
・事業年度毎の経営に対する責任を明確にするため、取締役及び執行役員の任期は一年としております。 
（２）社外取締役の機能 
・社外取締役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づいて、当社経営に対する監督および助言機能を果たしております。 
（３）監査役の機能強化に係る取組み状況 
・監査役の機能強化に係る取組み状況については、『監査役と会計監査人の連携状況』、『監査役と内部監査部門の連携状況』および『社外監査 
役のサポート体制』の各項目に記載の通りです。 
〔監査役監査を支える人材・体制の確保状況〕 
監査役が内部監査部と日常的に連携するとともに、内部監査部からの報告を定期的に受けるなど、監査運営上の充実を図っております。 
〔財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況〕 
常勤監査役の阿久根豊氏は、当社経理部長を経験するなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。 
〔独立性の高い社外監査役の選任状況〕 
当社の社外監査役である平野恭昌・木村和俊両氏は、高い独立性を有しており、それぞれの専門的視点に基づいて、適切な監査を行っておりま 
す。 
（４）会計監査の状況 
当社は、会計監査人として監査法人日本橋事務所を選任し、会計監査を受けております。2010年3月期において業務を執行した公認会計士の氏 
名、監査業務の補助者の構成は以下のとおりです。 
・業務を執行した公認会計士の氏名 
業務執行社員：小倉明、木下雅彦 （両氏の継続関与年数は7年以内です） 
・会計監査業務に係る補助者の構成 
公認会計士8名、会計士補等5名、その他2名  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

・当社のガバナンス体制は、当社経営における意思決定及び業務執行ならびに監督にあたり有効に機能しており、現時点で最適な方法と認識し 
ております。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の3週間前を目処に発送しております。第97期（2010年3月期）の場合、総会開催 
日は2010年6月25日ですが、招集通知は6月1日に発送しております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

中期的な事業戦略等を説明する会社説明会、決算説明会（中間、期末）、をそ 
れぞれ定期的に開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
東証での開示後、及び説明会開催後速やかに資料を掲載しております。ま 
た、「投資家情報」サイトの内容についても継続的に充実を図っております。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・ＩＲ部が業務を分掌しております。

その他
2006年に”社会から信頼され支持される企業を目指し情報開示を行うことを基 
本におき、適時・適切な情報開示を行う”とする「情報開示基本方針」を定め、 
これに則った開示を実施しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「クレハ・グループ倫理憲章」において、当社と関わるステークホルダーとの関係を尊重のうえ、 
国内外の法律、社会的規範及びその精神を遵守し、社会的良識をもって行動することを定めて 
おります。また、２００４年に制定した「企業理念」や「行動基準」においても、地球市民として企業 
の社会的責任を十分認識し、様々なステークホルダーとの良好な関係を築いていくことを成文 
化しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境負荷の低減、製品の安全確保、安全操業、地域社会への貢献を目指した『レスポンシブ 
ル・ケア活動』に継続的に取り組んでおります。特に、当社いわき事業所では、地域との共生を 
テーマに良好なコミュニケーションを保つ様々な活動を行っております。また、社団医療法人呉 
羽会「呉羽総合病院」は、いわき市南部の中核病院として地域の医療に貢献しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、次のとおり「情報開示基本方針」を定め、これをホームページにおいて公開しておりま 
す。 
当社は、社会から信頼され支持される企業を目指し情報開示を行うことを基本におき、適時・適 
切な情報開示を行います。 
1．当社はすべてのステーク・ホルダーに対し、金融商品取引法、証券取引所が定める「適時開 
示規則」並びに関係法令を遵守し、適時・適切な情報開示を行います。 
２．当社は、金融商品取引法、「適時開示規則」、その他関係法令の開示義務に該当する情報 
について、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム（ＴDnet）など、規定に定められた方 
法により開示を行います。また、開示した情報は速やかに当社ホームページに掲載します。「適 
時開示規則」に該当しない情報は、適時開示の精神を踏まえ、資料の提供、記者会見の実施、 
説明会の開催、印刷物の配布および当社ホームページなどにより、適時に開示します。 
３．当社は、当社の「情報開示ルール」に基づき情報開示を行います。また、実行した情報開示 
の適切性については、情報開示委員会が適宜検証を行います。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する体制その他株式会社の業務の適正を確保するための基本方針 
＜企業活動の方針＞ 
当社は、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の一層の向上を目指し、以下の「企業理念」、「目指すべき方向」、「行動基準」を内部統制の基本コ 
ンセプトにおき、企業活動の指針とします。 
 
「企業理念」 
私たち（クレハ）は 
・人と自然を大切にします。 
・常に変革を行い成長し続けます。 
・価値ある商品を創出して、社会の発展に貢献します。 
「目指すべき方向」 
私たち（クレハ）は、エクセレント・カンパニーを目指し挑戦し続けます。 
「行動基準」 
私たち（クレハ）は、地球市民として企業の社会的責任を認識して活動します。 
お客様へ： 顧客満足を第一に誠意と行動で応えます。 
仕事へ： 常に進歩と創造にチャレンジします。常に変化に対応し、グローバルな視野を持って行動します。 
仲間へ： 相互の意思を尊重しチームワークを発揮します。 
 
１．取締役・従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
当社およびグループ各社は業務遂行に当たり、法令を遵守し、業務を適正に遂行する体制を確保します。 
１）当社はコンプライアンス（法令および社会的規範の遵守）体制として、「クレハ・グループ倫理憲章」および「コンプライアンス規程」を定め、コン 
プライアンス重視の企業風土を徹底すべく、体制のより一層の強化を図っております。 
２）代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会は当社のコンプライアンスを解説した「コンプライアンス・ハンドブック」、「コンプライアンス行 
動基準」をもとに研修等を実施し、コンプライアンスの周知徹底を図っております。 
３）法令等に反する行為を早期に発見するために社内および社外（弁護士）にホットライン（コンプライアンス相談・通報窓口）を設置し、法令のみに 
留まらず社会的規範の遵守に努めております。 
４）当社は、内部監査の年次計画を取締役会で決議し、他部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部が、コンプライアンスやリスク管 
理体制を含む会社の内部管理体制等の適切性や有効性を評価検証し、これに基づき改善に関する指摘・提言を行なうことにより、経営効率およ 
び社会的信頼度の向上に寄与する体制をとっております。 
５）当社は製造会社として重要な課題であるレスポンシブル・ケア活動（環境保全、保安防災等に関する自主的管理活動）として、環境保全、保安 
防災、労働安全衛生、製品安全・品質保証、地域交流等の実施計画を策定し、実行しております。 
６）当社は「財務報告に係る内部統制基本規程」を制定し、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者に 
よる評価および公認会計士等による監査」を実施し、財務報告の信頼性の確保を図り、経営者（代表取締役）の責任の下、「内部統制報告書」を 
作成しております。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
取締役の職務執行に係る情報である各種議事録、決裁書類等については、文書管理規程等の社内規程に基づき、適切に書面または電磁的媒 
体に記録のうえ１０年間保存し、適正な管理を行なっております。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
１）当社は、事業活動に伴い発生するリスクを分類し、リスク・マネジメント委員会、レスポンシブル・ケア委員会、情報統括委員会の各委員会がリ 
スク管理を行う体制をとっております。各委員会は当該リスクを認識し、回避、軽減を図るため具体的な対策について代表取締役社長に提言し、 
職制を通じ実行しております。 
２）当社は、環境・安全リスク対応として、環境保全については環境マネジメント・システム（ISO14001）、品質保証については品質マネジメント・シ 
ステム（ISO9001）、労働安全衛生・健康については労働安全衛生マネジメント・システム（OHSAS18001）を導入し、環境保全、品質保証、労働安 
全衛生の継続的な改善を行っております。 
３）当社は、企業情報の適正な管理と運営のために、情報統括規程、情報セキュリティ管理規程、情報管理規程に基づき、それぞれに委員会を組 
織し、適切な情報セキュリティと情報開示の管理を行っております。 
４）不測の事態が発生したときは、非常事態対応規程に基づき対策本部の設置等の対応を行ない、人的安全確保を第一に、経済的損失を最小限 
に留め、企業活動を継続する体制を整えております。 
 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
１）当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および当社グループの経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、経営における監督責 
任と執行責任を明確にしております。取締役会は、業務遂行を行う経営陣から独立している社外取締役2名を含む10名で構成し、代表取締役社 
長が議長を務め、原則月1回開催し、重要な業務遂行の決定と監督を行っております。経営会議は代表取締役社長が議長を務め、代表取締役社 
長が指名する執行役員を構成メンバーとして原則月2回開催し、経営全般にわたる中期経営戦略及び基本方針等について審議し、また権限基準 
規程に定めた事項について決議し、業務執行を行っております。 
２）具体的な業務遂行については組織規程、権限基準規程において、分掌業務およびその業務別・責任者別の権限について詳細を定め、効率的 
な運営を図っております。 
３）クレハ・グループ各社における中・長期のビジョンおよびポリシーの統一を図ることを目的にクレハ連結経営会議を定期的に開催し、代表取締 
役社長が議長を務め、クレハ・グループの基本的な運営方針等の意見交換を行うことにより連結経営の強化を図っております。 
 
５．クレハ・グループにおける業務の適正を確保するための体制 
１）クレハ・グループの業務の適正を確保するため、グループ共通の「クレハ・グループ倫理憲章」を定め、これをもとにグループ各社で「コンプライ 
アンス規程」および「コンプライアンス相談窓口取扱規程」を定め、国内外の法律、社会的規範およびその精神を遵守するとともに社会的良識を持 
って行動しております。 
２）当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした対処をすることが重要であると認識し、そのことを法令遵守教育を通じて、社内に周知徹底させる 
とともに、平素より関係行政機関および外部専門機関と緊密に連携し、組織的な対応を図っております。 
３）内部監査部は定期的にグループ各社の業務監査を行い、監査結果を経営会議に報告のうえ、改善事項や検討事項の早期実施を図るととも 
に、他部門への横展開を行なっております。 
４）レスポンシブル・ケア委員会は、「オールクレハ・レスポンシブル・ケア協議会」を設置し、クレハ・グループとして、レスポンシブル・ケア活動を推 
進しております。 
５）当社および国内グループ会社8社は品質力、購買・物流力、製造技術力、生産企画力、環境・安全力を高める製造力強化運動「クレハ・パワー 
ファイブ」を実施しております。 
 
６．監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項 
１）監査役会との協議により、内部監査部の機能強化・拡充を図るとともに、監査役と内部監査部の緊密な連携により実効性ある監査に努めてお 
ります。 
２）監査役の要請によりその職務を補助すべき従業員を置く場合は、補助従業員の権限、配属部門、指揮命令権等の明確化を行い、取締役側か 
らの独立性を確保します。 



 
７．取締役・従業員が監査役に報告するための体制および監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 
１）取締役は事業運営に影響を与える重要事項、コンプライアンス相談窓口の通報状況について監査役にすみやかに報告するものとし、監査役 
は必要に応じて取締役・従業員に対して報告を求めることができます。 
２）当社は、監査役が取締役会の決議事項および報告事項の審議過程の把握ができる体制をとっています。また、経営会議へも監査役の代表が 
出席し、議題・案件の審議状況の把握ができる体制をとっております。 
３）当社は監査役へ全ての稟議書・伺書、内部監査部の監査結果およびお客様相談室受付状況等を報告しております。 
４）監査役会は、代表取締役社長と連結経営の運営、コーポレート・ガバナンス、経営状況、会社が対処すべき課題等の会社経営について定期的 
に意見交換を行っております。 
５）監査役会は、社外取締役とコーポレート・ガバナンス、経営状況、会社が対処すべき課題等の会社運営について定期的に意見交換を行ってお 
ります。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした対処をすることが重要であると認識し、そのことを法令遵守教育を通じて、社内に周知徹底させる 
とともに、平素より関係行政機関および外部専門機関と緊密に連携し、組織的な対応を図っております。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みのひとつとして、いわゆる「事前警告型」の買収防衛策である当社 
株式等の大規模買付行為への対応策（以下「本対応策」という）を導入しております。2007年6月27日開催の第94回定時株主総会において承認さ 
れた本対応策は、その有効期間が第97回定時株主総会終結の時までとなっているため、当社は買収防衛策をめぐる動向や議論の進展を踏まえ 
て、更新の是非を含め、本対応策の在り方を検討してきました。 
 当社は、かかる検討の結果、2010年3月16日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める「当社の財務および事業の方 
針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を一部変更するとともに、第97回定時株主総会での承認可決を条件に、本対応策の内容を一 
部変更した上で更新することにしました。なお変更点は取締役会の恣意性が排除されることをより明確にしたもので、本対応策の基本的な仕組み 
は変更しておりません。 
 変更後の本対応策については、2010年6月25日に開催の第97回定時株主総会において、承認されました。その概要は、次の通りです。 
 
 本対応策は、議決権割合が20％以上となる当社株式等の大規模買付行為が行われる場合に買収者が守るべき大規模買付ルールを明らかに 
し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当等を活用し、買収者の持ち株比率の低下を 
狙うことを、事前に公表する「事前警告型」です。 
 本対応策では、大規模買付ルール（大規模買付行為に関する十分な情報提供と取締役会の十分な検討期間の確保）が遵守されている場合 
は、原則として対抗措置をとることはありません。但し、以下の事由があるときは、「独立委員会」の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割 
当等の対抗措置をとることがあります。 
・東京高裁四類型（グリーンメイラー、焦土化経営、資産流用目的、一時的高配当）に該当する場合 
・強圧的二段階買収に該当する場合 
・買収者の提案する買付条件（対価、算定根拠等）が当社の企業価値・株主共同の利益に照らして著しく不十分・不適切な場合 
・買収者による支配権獲得により、ステークホルダーとの関係を損なうことによって、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合 
・買収者による買収後の経営方針が不十分・不適切であるため、中長期的な将来の企業価値との比較において、買収者が支配権を取得しない場 
合の当社の企業価値と比べて著しく劣後すると判断される場合 
 なお、独立委員会は、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保することを目的として設置 
するもので、社外取締役、社外監査役及び社外有識者から選任し、合計で３名以上にて構成するものです。2010年6月25日に開催の第97回定時 
株主総会終了後の取締役会において、独立社外取締役の斉藤邦彦氏及び高橋武氏並びに独立社外監査役の木村和俊氏が独立委員会委員と 
して再任されました。 
 本対応策の有効期間は、2013年6月開催予定の定時株主総会時までの３年間とし、その後の更新については株主総会の承認を経ることとしま 
す。 
 本対応策は、その有効期間中であっても（１）株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合、又は（２）取締役会により本対応 
策が廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 
 
詳細につきましてはこちらをご覧ください。 
http://www.kureha.co.jp/ir/stocks/pdf/97shoushu.pdf (第97回定時株主総会招集ご通知）  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

当社は、2006年5月開催の臨時取締役会で定めた「内部統制システムの基本方針」における「2．取締役の執行の業務に係る情報の保存および 
管理に関する体制」について、これらを含めた企業情報の適正な管理体制の構築とその運営をはかるため、2006年6月に「情報統括委員会」を設 
置しました。また、「3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制」については、事業活動に伴い発生するリスクを把握・分析し、リスクの認識、 
回避、軽減を図る体制を構築することとしておりましたが、2007年3月に「リスク・マネジメント委員会」を設置し、リスクの認識と対応策の検討およ 
び維持・管理する機関として運営を開始しました。その後対応が必要となった事項については、2008年4月、2009年4月、2010年4月および2011年4 
月に「内部統制システムの基本方針」の一部改定を行っております。  

買収防衛策の導入の有無 あり
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